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林業・木材産業関係団体 殿

林野庁林政部木材産業課長

原子力発電所事故を踏まえた牛の敷料・堆肥の取扱いについて

今般、高濃度の放射性セシウムを含む稲わらが肉用牛に給餌されていたこ

とを受け、農林水産省生産局から「原子力発電所事故を踏まえた稲わら等の

利用に関する指導等について」（平成２３年７月１５日付け２３生畜第８６１

号（別添１））において、「放射性物質に汚染されたおそれのあるバーク等の

資材は、牛が摂取するおそれがあるので、敷料に使用しない」旨通知された

ところです。

また、農林水産省消費・安全局及び生産局から「高濃度の放射性セシウム

が含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について」（平成２

３年７月２５日付け２３消安第２３３１号、２３生産第３２２７号、２３生

畜第９２９号（別添２））において、原発周辺県の植物性堆肥原料（樹皮（堆

肥用に限る。）、落ち葉、雑草等）から生産された堆肥について、高濃度の放

射性セシウムを含有する可能性があることから、農林水産省では、堆肥中の

放射性セシウムの基準の作成を急いでおりますが、農作物の安全確保の観点

に立ち、基準が設定されるまでの間、とりあえず１７都県で発生した堆肥原

料及びこれらを原料とする堆肥については、農地土壌への施用を自粛してい

ただくことと、こうした堆肥原料及び堆肥の生産・流通を自粛していただく

こととされております。

このため、林野庁においても、食の安全性確保を徹底する観点から、当面

の間、牛の敷料や堆肥用原料となる樹皮（バーク）については、下記のとお

り取り扱うこととし、貴都道府県内の市町村及び林業・木材関係事業者（バ

ーク堆肥製造事業者を含む）に周知するようお願いいたします。

なお、牛の敷料として利用する樹皮（バーク）の流通・利用基準は生産局、

堆肥用原料となる樹皮（バーク）の生産・流通・利用基準については消費・

安全局において作成中であり、基準が設定されれば、基準に適合したものの

みを生産・流通・利用できることとなります。

別　添



記

１．牛の敷料や堆肥の原料用樹皮（バーク）の譲渡について

１７都県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山

梨県、長野県、静岡県）において原子力発電所事故後に発生した樹皮（バ

ーク）及び原子力発電所事故後に１７都県から受け入れた丸太に由来す

る樹皮（バーク）（事故前に集積されたものであっても、事故後に、シー

トをかぶせるなどの処置をとらず屋外に放置されていたものも含む。）に

ついては、牛の敷料及び堆肥の原料用樹皮（バーク）として有償・無償

にかかわらず譲渡しないこと。

２．樹皮（バーク）を原料とした堆肥の生産について

１７都県において原子力発電所事故後に発生した樹皮（バーク）及び

原子力発電所事故後に１７都県から受け入れた丸太に由来する樹皮（バー

ク）（事故前に集積されたものであっても、事故後に、シートをかぶせる

などの処置をとらず屋外に放置されていたものも含む。）を堆肥原料とし

て調達し、これを原料として堆肥を生産、譲渡しないこと。

３．牛の敷料や堆肥の原料用樹皮（バーク）の管理について

１．により樹皮（バーク）が滞留する場合には、適切に管理すること。

４．実態調査について（周知）

原子力発電所事故後に１７都県から受け入れた丸太の有無及びこれよ

り発生した樹皮（バーク）の利用状況を把握するため別紙の調査を１７

都県以外の道府県に対し依頼。



製材工場、合単板工場、集成材工場、木材チップ工場等、素材丸太を加
工する事業者に対する調査です。

・調査する場合は、添付様式を調査対象事業者に送付し、記載例を参考
に記載して頂くようにして下さい。（その際、必要に応じて行を追加して下さ
い。）

○　１７都県から受け入れた丸太に係るバークの実態調査について

①　調査対象

②　留意事項

・報告する場合は、同じ様式にとりまとめエクセルファイルで送付して下さ
い。
報告期限は、７月２９日（金）ですので、よろしくお願いします。

別 紙

（担当）

林野庁 木材産業課 生産加工班 唐澤、内海、三浦

tel（直通）：03‐6744‐2292、03‐6744‐2290

mail:satoshi_karasawa@nm.maff.go.jp
kazunori_uchiumi@nm.maff.go.jp
izumi_miura@nm.maff.go.jp



様式

保管
燃料に
使用

出荷 出荷目的 その他

※　事業所名（工場
名）を記載

※　青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、茨城
県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新
潟県、山梨県、長野県、静岡県
を記載

※　複数県該当する場合は、行
を追加して記載

※　入荷日を記
載

※　入荷日が
複数となる場合
は、行を追加し
て記載

※　素材入荷量
を記載

※　保管中、加工済みのい
ずれかを記載

※　両方該当する場合は、
項目の後ろに（　）で数量を
記載

※　燃料、堆肥・土壌改良材、家畜敷料、そ
の他のいずれかを記載

※　家畜敷料については、畜種（牛、豚等）
についても記載

※　複数の項目が該当する場合は、項目の
後ろに（　）で割合を記載

※　そ
の他の
場合は
具体的
に記載

○○製材所 青森県 4月1日 50m3 加工済み 100%

○○製材所 青森県 4月10日 20m3 加工済み 100%

○○製材所 岩手県 4月10日 30m3 加工済み 100%

○○製材所 福島県 5月10日 50m3
保管中（20m3）
加工済み（30m3）

40% 30%
○○木工(株)20%
緑化資材(株)10%

燃料（60%）、堆肥・土壌改良材（40%）

事業者名 丸太の処理状況

○3月11日以降に1７都県からの丸太入荷実績がある場合について教えてください。

１７都県から受入れた丸太由来のバークの有無及び処理状況　（調査票）

素材入荷量
（m3）

入荷日

（月日）仕入れ先の
都道府県名

バークの処理状況

※ 左の欄の丸太加工済みの分につ

いて記載

※ 該当する箇所に割合を記入

※ 出荷がある場合、出荷先も記載

トータルで100%

出荷先の20%+10%
分の内訳（割合）

100%


